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〔要　　　旨〕

東日本大震災から 5年を経て，漁船や養殖施設等の設備面の限りでは，岩手県の沿岸漁業
は着実に復旧しつつあるように見える。他方で，経営体数や生産量・額については，震災前
の 6～ 7割で頭打ちの感が否めない。この背景には，生活復旧の遅れがある。岩手県沿岸の
被災地域においては，被害の甚大さと生活復旧の遅れにより，国内の他地域以上に担い手不
足が進行しつつある。
担い手不足の問題は，養殖漁場の過少利用をもたらしつつあり，将来的には従来の漁場管理

体制を脅かすことも懸念される。しかし，このような漁場利用問題をもたらす担い手不足の
原因は，漁業権制度自体にではなく，上記の震災の影響，国内の労働市場や流通・消費構造
といった外的要因にある。したがって，従来の漁場管理体制を前提として漁協が漁業権の免
許先として十全に機能するためには何が必要か，という観点から対応を検討する必要がある。
漁協は，行政との協力体制の下で新規就漁者確保に取り組んでおり，漁協系統には，新規

就漁者確保と漁場管理双方を結びつける総合的な調整能力の発揮が期待される。

岩手県内の沿岸漁業の復旧状況と
養殖漁場管理の課題
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1　漁業の特徴，漁協系統組織
　　の状況　　　　　　　　　

本論に入る前に，岩手県の漁業の特徴，

漁協系統組織の状況について概観する。

（1）　漁業の特徴

岩手県の沿岸漁業においては，養殖業が

重要な地位を占めている。第１表，第２表

のとおり，震災前においては，生産額・生

産量ともに３割弱が養殖業によるものであ

った。内訳としては，貝類と海藻類が大半

で，特にわかめ類の比重が大きく（第３表），

「三陸わかめ」は，「鳴門わかめ」と並び国

はじめに

東日本大震災による被災から５年が経過

し，岩手県の漁業は復興への歩みを着実に

進めている。この背景には漁業経営体，沿

岸漁協をはじめとする漁協系統組織，水産

加工業者，行政の大きな努力があったこと

を看過すべきではない。

他方で，経営体数や生産量といった基礎

的指標の回復は，震災前の６～７割程度で

頭打ちの感が否めない。この背景には経営

体の減少という問題がある。全国的課題と

なっているこの問題は，特に被災地におい

て先行して深刻化している。そして，経営

体の減少は，特に岩手県の主要漁業種類で

ある海面養殖業に対して，漁場管理の持続

性を脅かす影響を与えている。

本稿では，まず岩手県の沿岸漁業の復旧

の現状を追い，施設復旧の一定の達成，経

営体の減少・高齢化といった点について整

理する。次に漁場管理の問題として，①従

来の漁場管理の特徴と震災後行われた対応

のあり方を概観し，②従来前提とされてき

た漁場の過剰利用・競合という状況が変化

しつつあることを確認したうえで，③漁場

管理に担い手対策の視点を加味する必要が

あること，④さらにその主体となり得るの

は個々の漁協をおいて他にはないことを指

摘し，漁協が中心となることで従来型の漁

場管理体制を持続させることが可能なこと

を示す。

計 海面漁業 養殖業
養殖業が
占める
割合

09年
10
11
12
13

39,939
38,496
22,809
28,898
31,362

28,768
28,721
21,708
24,050
26,535

11,171
9,775
1,101
4,848
4,827

28.0
25.4
4.8

16.8
15.4

回復率 78.5 92.2 43.2
資料 　農林水産省「漁業生産額」
（注） 　回復率は，09年に対する13年の割合。

第1表　岩手県の海面漁業・養殖業生産額
（単位　百万円，％）

計 海面漁業 養殖業
養殖業が
占める
割合

09年
10
11
12
13
14

198,896
187,850
84,740

126,788
144,618
146,073

139,290
136,416
80,210

103,276
113,423
114,031

59,606
51,434
4,530

23,512
31,195
32,042

30.0
27.4
5.3

18.5
21.6
21.9

回復率 73.4 81.9 53.8
資料 　農林水産省「漁業・養殖業生産統計」
（注） 　回復率は，09年に対する14年の割合。

第2表　岩手県の海面漁業・養殖業生産量
（単位　トン，％）
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信漁連として岩手県信用漁業協同組

合連合会（岩手県信漁連）がある。

岩手県内の漁協の自主事業の中心

は，遡上するシロサケを対象とした

定置網漁業の自営事業（漁協自営定

置）であり，事業利益上重要な地位

を占めている
（注1）
。定置網の作業員は漁

協が雇用しており，漁協自営定置は地域の

雇用創出という面でも重要な意味を有して

いる。また，ワカメ，コンブ，ホタテ，ア

ワビ，ウニ，カキは県漁連または各組合に

よる共販の対象であり，漁協系統はその経

済事業を通じて手数料収入を得ている。
（注 1） 県内のほとんどの漁協が定置網漁業を自営
で行っており，筆者が調査した組合においては，
2014年度において自営定置事業総利益が事業総
利益の約 2割を占めていた。

2　被害状況と復旧状況

（1）　被害額

震災にかかる岩手県の被害額全体のうち，

51％（5,650億円）が水産業・漁港関係の被

害であった（第１図）。水産業・漁港関係の

被害の内訳を見ると，漁港関係が4,528億円

（80％），それ以外の漁船や養殖施設等の漁

内において高いブランド力を有している。

漁協組合員の多くはこれらの養殖生産に従

事しており，沿岸漁業経営体のうち，震災

前において44.4％，震災後において29.0％が

養殖業に従事する経営体であった（第４表）。

また，養殖業に従事できるのは正組合員の

みと定めている組合が多く，採介藻漁業（ア

ワビ，ウニ等）については准組合員も従事で

きるとする組合が多い。養殖業，採介藻漁

業以外では，家族経営的な沿岸漁業（漁船

漁業）と漁協自営の定置網漁業が岩手県沿

岸で行われている漁業の主要なものである。

（2）　漁協系統組織の状況

現在，岩手県内には沿岸漁協が24存在す

る。系統組織の県段階の体制としては，岩

手県漁業協同組合連合会（岩手県漁連）があ

り，また，一県一信用事業体制を担う統合

計 漁船
非使用

無動力
船 動力船 定置

漁業 養殖業

08年
13

5,225
3,291

358
206

3
5

2,448
2,065

94
59

2,322（44.4）
956（29.0）

増減率 △37.0 △42.5 66.7 △15.6 △37.2 △58.8
資料 　農林水産省「2013年漁業センサス」
（注） 　（　）内は、沿岸漁業経営体数に占める養殖業経営体数の割合。

第4表　岩手県の経営体階層別漁業経営体数（沿岸漁業）
（単位　経営体，％）

海面養殖業
計 うち

貝類
うち
ほや類

うち
海藻類

うち
種苗

うち
ほたて
がい

うち
かき類 こんぶ類 わかめ類 その他

09年
13

11,171
4,827

4,734
1,237

1,829
566

2,628
671

195
4

6,198
3,567

1,498
1,190

4,697
2,375

3
2

37
19

回復率 43.2 26.1 30.9 25.5 2.1 57.6 79.4 50.6 66.7 51.4
資料 　第1表に同じ
（注） 　回復率は，09年に対する13年の割合。

第3表　岩手県の海面養殖業生産額の内訳
（単位　百万円，％）
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2008年において5,204だったのに対して，13

年には3,278となり，被災前との対比で63％

という水準となっており，経営体の減少が

顕著である（第５表）。なお，この表には

「がんばる養殖事業」参加経営体（被災前は

個人経営体だったもの）492が含まれておら

ず，これらを専業経営体として計算すると，

専業経営体数は13年においては被災前との

業生産に直接かかわる被害額が1,122億円

（20％）となっている。他方で農業関係被害

額は688億円であり，被害額としては，漁業

生産に直接かかわる部分の被害額のほうが

大きかった。

（2）　経営体，施設等

個人経営体数を被災前後で比較すると，

第1図　被害の内訳

資料 岩手県資料
（注） （　）内は被害額（億円）。

水産業・漁港
（5,650）
51%

公共土木施設
（2,479）

22

農業（688）
6

林業（296）
3

漁船（338）
6

漁具（156）
3

養殖施設（131）
2

水産物（132）
2 水産施設（366）

7

工業（890）
8

商業（445）
4

観光業
（326）

3

教育施設（334）
3

その他公園等（19）
0

漁港関係（4,528）
80%

被害の内訳 水産業・漁港被害の内訳

被災前
（A）

復興実施計画
 （15年度末） 
（B）

復旧整備数
（C）

進捗率
（C／B）

被災前対比

個人経営体
全体：5,204
専業：1,429
兼業：3,775

3,278
1,479
2,291

　　　　　　　　　 63%
被災前対比（Ｃ／Ａ）：103%
　　　　　　　　　 61%

漁船 14,303隻
（登録漁船数） 6,693隻

6,478隻
（新規登録数）
（15年7月末）

97% 稼働可能漁船数（D）：10,579隻
被災前対比（D／A） ：74％

定置網 135か統
（免許・許可数） 102か統 101か統

（15年7月末） 99% 再開漁場（E）        ：114か統
被災前対比（E／A）：84％

養殖施設 26,514台
（200m標準換算） 17,480台 17,377台

（15年7月末） 99% 被災前対比（C／A）：66％

資料 　農林水産省「漁業センサス」，岩手県資料
（注）1  　個人経営体数について，被災前は2008年，復旧整備数は2013年センサスの数値。

2  　個人経営体数について，専業経営体の復旧整備数は，センサスの数値（987）にがんばる養殖事業参加者数（492）
を加えたもの。

第5表　経営体，生産施設の復旧状況

農林中金総合研究所 
http://www.nochuri.co.jp/



農林金融2016・6
6 - 304

また，震災を機に廃業した経営体も多く，

県全体の生産規模を震災以前の水準にまで

戻すことは困難であると考えられる。

生産量について，まず漁業全体を見ると

（前掲第２表），被災年（11年）は10年の50％

程度にまで落ち込んだが，緩やかな上昇が

持続し，14年には80％弱にまで回復した。

しかし，特に養殖業については，たどった

推移が全体の傾向とは異なる。養殖業は被

災年には10年の10％以下まで落ち込み，そ

の後回復を続けるが，13年に60％程度まで

到達したところでほぼ頭打ちとなり，その

後14年にかけての上昇幅は小さい（第２

図）。漁協系統および行政に対する聞き取

りにおいては，「繁忙期の人手不足（ワカメ

の陸上作業等において季節的に労働力が必要

となる）がネックとなって生産拡大が行き

詰まっている」との声を多く耳にした。こ

の人手不足の背景には，さらに生活復旧の

遅れがある。

また，漁業生産に関してはサケの漁獲量

の減少が問題になっている。震災後２年間

対比で103％となる。兼業経営体の中には

震災を機に生産から離れたり，逆に規模の

さほど大きくないまま漁業生産のみを継続

するなどした経営体があったため，全体と

しては相対的に専業経営体が占める割合が

大きくなった。

また，全体としての経営体の減少ととも

に高齢化も進行しており，県内の漁業就業

者中60歳以上が52.7％となっている（2013

年漁業センサス）。

組合員数等の状況は，県全体として，正

組合員数8,739（10,703）人，准組合員3,298

（3,579）人，組合職員499（526）人となって

いる（15年３月31日現在〔（　）内は10年３月

時点の数値〕〔岩手県信漁連資料〕）。組合員数

は被災前対比（10年３月と15年３月の対比）

で15.7％の減少となっているが，震災後に

一度解散し再設立した組合や，組合員資格

の見直しを行った組合もある点には留意す

る必要がある。また，組合職員に関しては，

生活復旧の遅れが原因となって募集をかけ

ても応募が集まらない場合がある。

生産額について，震災からの回復の推移

を見ると（前掲第１表），養殖業の回復は，

沿岸漁業を中心とした海面漁業の回復に比

べて遅れる傾向にある。13年時点で，漁業

全体としては，生産額が09年時の８割弱程

度の回復状況なのに対して，養殖業は09年

時の半分以下の水準にとどまっている。こ

の背景には，水揚げが可能であれば操業で

きる漁船漁業に対して，養殖業は出荷まで

に複数年を要する魚種（貝類，ほや類）が多

いという生産魚種に規定された事情がある。

70

60

50

40

30

20

10

0

（%）

141311年 12

資料 第2表に同じ
（注）　集計値は，海面漁業経営体の所在地に計上。

第2図　岩手県の養殖業生産量の推移
（2010年＝100）
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漁港周辺に位置するものだが，漁港周辺地

区のかさ上げ等の遅れに伴い，復旧の遅れ

が生じているものである。漁業生産自体を

直接妨げるものではないが，不便を感じて

いる経営体は多い。

（3）　協業の現状

岩手県の漁業復興の特徴は，漁協を核と

した協業にあった。協業とは，「『漁業地区』

または『漁業者集団（同一業種等）』を単位

として，漁業生産過程における一部又は全

部について共同化・統一化に関する合意の

下に実施される営漁
（注2）
」とされる。震災後，

水産庁によるがんばる養殖事業を受け，岩

手県では，県下の漁協が一体となって協業

化を推進するという方針が決定された。協

業には，第８表のようにその深度について

段階があり，それぞれの浜，養殖魚種に応

じて，現実的に行い得る協業が目指された。

部分的な作業の共同化から経営の共同化ま

で，「協業」という概念が含むことができる

取組みの幅は広い。

このように，震災直後の対応のあり方と

して取り上げられた協業は，当座の対応と

して有効に機能し，岩手県に

おける漁協系統の基盤の強固

さを広く伝える役割を果たし

た。しかし，現地でのヒアリ

ングによると，震災からおよ

そ５年を経過した現時点にお

いては，協業体の形成は震災

直後における応急的な対応と

して受けとめられており，が

における減少後，漁獲量は回復してきたが，

15年度は大きく落ち込んだ（第６表）。原因

として海水温の上昇等が指摘されているが，

定置網漁業経営に与える影響が懸念される。

漁業生産関連施設については，壊滅的な

被害を受けたものの，復興計画として予定

された復旧水準は早期におおむね達成され

た。漁船，定置網，養殖施設についてはい

ずれも100％に近い（前掲第５表）。漁船と養

殖施設に関しては，生産継続意向の経営体

が必要とする分の復旧は十分に達成されて

いる。ふ化場および種苗生産施設に関して

は，おおむね復旧を完了している（第７

表）。漁業生産関連の諸設備の中で復旧の

遅れが見られるのは資材置き場や養殖生産

と一体的な陸上作業場等である。これらは

重量 金額 キロ当たり
単価（円）

10年
11
12
13
14
15

17,126
7,657
7,558
14,278
15,998
8,382

7,548
4,630
4,385
5,728
8,056
5,159

441
605
580
401
504
615

資料 　岩手県農林水産部水産振興課「平成27年度秋さけ漁
獲速報」（16年2月29日）

第6表　サケの沿岸漁獲量（河川捕獲は含まない）
（単位　トン，百万円）

震災前 11年度 12 13 14

サケふ化場 数
放流数（億尾）

28
4.4

18
2.9

19
3.1

20
3.9

20
4

アワビ種苗
生産施設

数
放流数（万個）

6
800

0
0

1
15

5
194

5
890

ウニ種苗
生産施設

数
放流数（万個）

1
230

1
132

1
240

1
336

1
250

産地市場 水揚げ量（千トン） 約170 94 113 108 138
うち秋サケ（千トン） 17 8 8 14 16

資料 　第1図に同じ

第7表　ふ化場等の復旧状況
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たのが第３図である。

ワカメには，主に生，塩蔵，干しの３種

類があり，単価もこの順に高くなるが，生

産量の少ない干しワカメ以外の２品を見る

と，生産量に関しては，生100％，塩蔵61％

（14年と10年の対比）という回復状況である。

この状況に対しては，いくつか付言すべ

き点がある。第一に，ワカメの生産回復が

早かったのは，ワカメは１年で収穫できる

ことから，震災後に収入確保を目的として

一時的に他の複数年を要する養殖魚種から

ワカメに生産をシフトさせる動きがあった

ためである。第二に，震災前後で生と塩蔵

んばる養殖事業の終了後は個別経営に回帰

する地域が多数となる模様である。この背

景には，①経営体間での生産技術の差や個

人事業主としての性格の強さゆえに，各経

営体自身が協業化の継続に懐疑的な場合が

あること，②生産が労働集約的な魚種や規

模の経済性が発揮されにくい魚種が生産の

中心であり，これらは一般的に協業に向か

ないとされていること
（注3）
といった事情が作用

していると考えられる。

他方で生産だけでなく経営まで一体化し

定着をみた協業体も少なからず存在してお

り，後述する担い手対策の観点からは，以

上のような協業というあり方については，

引き続き可能性を模索すべきものと考えら

れる。
（注 2） 馬場（2014）22頁。
（注 3） 宮田（2014）26頁。

（4）　震災後の共販

―養殖ワカメ―

先述のとおり，岩手県漁業の主要な魚種

は共販によって販売されている。震災後の

共販の状況につき，ワカメについて整理し

取り組み内容 具体例

施設・機器の共同化
・共同の「かき処理場」を設置し利用。
・大型の養殖作業船をワカメの刈り取り時期に合わせて共同で利用。
・スケジュールを組んでノリの乾燥機を共同利用。

作業の共同化
・海上作業と陸上作業に分業し共同で生産。
・日常の管理は個別で行うが，種付けや刈り取りは共同で行う。
・海上作業は個別で行うが，陸上作業は協力して行う。

資材購入・出荷の共同化 ・品質をそろえた出荷をするため，導入する種苗や養殖飼料を統一化。
・出荷サイズを統一化し，共同販売力を強化。

生産全般の共同化 ・施設はすべて共同で所有し，作業もリーダーの指示により分業，作業賃金も平等に分配。
法人化による共同化 ・被災養殖業者により法人を設立し，効率化された新たな事業として養殖を行う。
出典 　特定非営利活動法人水産業・漁村活性化推進機構「がんばる養殖復興支援事業の手引き」

第8表　がんばる養殖復興支援事業における共同化のパターン

140

120

100

80

60

40

20

0

（原藻換算・百トン）

141309年 10 11 12

資料 岩手県漁連資料

第3図　養殖ワカメの共販数量

生ワカメ
塩蔵ワカメ
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定の進捗が見られるものの，逆に規模の大

きい地区の進捗が悪く，第９表において

「工事中」または「完了」と示されているほ

どには復旧が進んでいない感があるともさ

れる。

生活復旧の進捗は，地域漁業の復旧とも

密接に関連している。上述のように，生活

復旧が遅れることで沿岸地域から内陸部等

への生産者の移住等が進むことでワカメの

ボイルにかかる人手不足等が生じ，結果と

して各種陸上作業の復旧に遅れが生じてい

る。生産継続意向のある経営体が必要とす

る設備は復旧したとしても，生活復旧が遅

れることで，地域全体としての生産の厚み

が減少し，長期的には担い手問題にもつな

がっていく可能性があり，漁業生産の停滞

のみならず漁村コミュニティの活力の低下

にもつながる懸念がある。また，移転跡地

（旧住宅地）の利用という点からは，適地に

関しては水産関連用地として有益に活用す

る視点を持って，漁業生産と生活を切り離

すことなく一体的に考えることで土地の総

合的な有効利用を模索する必要があると考

えられる。

の生産量が逆転しているが，これは，震災

によって塩蔵ワカメの生産に必要なボイ

ル・芯抜き等の作業従事者の確保等が難し

くなり，生のまま出荷する分が相対的に増

加したためである。

この第二点目からは，陸上作業の人手不

足が生産量回復の制約要因になっているこ

とがわかるが，生ワカメの単価は塩蔵ワカ

メに比べて安く，塩蔵ワカメの生産量を取

り戻すことが共販の復興においては重要な

課題である。また，特に西日本においては

震災を機に鳴門産ワカメのシェアが回復・

拡大しており，三陸産ワカメにとっては販

路の回復に向けた取組みも必要とされてい

るところである
（注4）
。

（注 4） 16年においては，三陸産の生育停滞や中国
の減産，買い受け業者の在庫減等の要因から，
岩手県産養殖ワカメ価格が高騰し，主力の塩蔵
芯抜き 1等が最高で 2万円（10キロ当たり，税
抜き）を超え，15年の平均価格9,681円を大きく
上回った（岩手日報16年 4月18日付）。しかし，
養殖魚種においては，価格の安定こそが求めら
れており，こういった状況は必ずしも歓迎され
る事態とは言えない。

（5）　生活復旧の遅れ

施設の回復等の海上での漁業生産にかか

わる復旧がある程度達成されているのに対

して，生産者の陸上生活面にかかる復旧，

すなわち生活復旧の遅れが顕著である。生

活復旧の基礎となる復興まちづくり関連事

業の進捗状況を取りまとめたのが第９表で

あり，「完了」まで到達していない事業計画

が複数あることが了解される。この背景に

あるのは，資材価格の高騰と建設業の人手

不足であり，また，規模の小さい地区は一

計画 工事中 完了
都市再生区画整理事業
防災集団移転促進事業
津波復興拠点整備事業
漁業集落防災機能強化事業

18
88
10
41

18
29
 9
15

 0
59
 0
22

資料 　第1図に同じ

第9表　復興まちづくり事業の進捗状況
（2016年3月時点）

（単位　地区）

農林中金総合研究所 
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漁村集落＝基礎集団，漁協＝機能集団とい

う一定の機能分化がなされていたというこ

とである。

（2）　震災後なされた対応

震災後，経営体のリタイアの多発に伴い，

岩手県沿岸の多くの浜において，養殖漁場

の空きが生じた。この傾向は魚種によって

差があったが，全体として見たときに，こ

のような現象が生じたことは確かである。

このような状況に対してなされた主な対

応は，①従来過密気味だった養殖施設の間

隔を広げる，②余力・拡大意欲のある青壮

年漁業者が生産を増やす，といったもので

あった（第４図）。こうした対応は漁協の指

導による部分もあるが，基本的には養殖組

合の自主的調整に基づいてなされたもので

ある。

（3）　今後予想される課題

以上のような対応がなされたことで，今

のところ漁場の空きは目立っているわけで

はない。しかし，経営体の減少・高齢化は

進行しており，何らかの担い手対策あるい

は漁場管理体制の見直しをしなければ漁業

生産の持続性は脅かされる懸念がある。ま

た，合併漁協においては，漁村集落を超え

3　担い手不足と養殖漁場管理

以上のように，岩手県内の沿岸漁業の復

旧状況を概観したとき，漁業生産にかかる

ハード面の復旧と生活復旧の進捗は対照的

な状況にあり，全体としての経営体数の減

少・高齢化が進んでいる。このような状況

があるなかで，養殖業においては，養殖漁

場の利用に変化が生じている。具体的には，

経営体のリタイアに伴い漁場の過少利用状

態が突発的に生じたために，残存した経営

体間で漁場の利用関係を再調整する必要が

生じた。しかし，現在のところは利用関係

の再調整がなされたものの，経営体の減少

が進行しているために，漁場に空きが生じ

る可能性が潜在化しつつある。ここでは，

漁場利用と担い手の問題について検討する。

（1）　これまでの漁場管理の特徴

これまでは，養殖漁場の管理・調整につ

いては各浜各養殖魚種ごとの養殖組合（経

営体のグループ，任意団体）が担い，各漁協

はそれを漁業法上の手続きに乗せる役割を

担う，という形で漁場管理が行われてきた。

言い換えるなら，漁場管理をめぐっては，

各浜における漁村集落の自治を基礎として，

第4図　漁場利用変化のイメージ

資料　筆者作成
（注）　パターンの違いは生産者の違いを意味する。

・間隔の拡大
・全体としての台数減少 
・生産者数の減少
・1人当たりの台数の増加

震災後

養殖施設
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http://www.nochuri.co.jp/



農林金融2016・6
11 - 309

のは不当であると考えられる。宮城県にお

いて実際に実現された漁業権開放論・復興

特区論は，漁場の空きを捉えて漁協を中心

とする従来型の漁場管理体制を批判し，外

部企業の参入によってしか漁場の有効利用

はなされ得ないかのような議論を展開した。

しかし，漁場利用の問題を惹
じゃっき

起する担い手

不足の問題は，漁業権制度自体に問題があ

り発生しているのではなく，国内の流通・

消費構造（例えば，食肉の輸入増消費増に伴

う水産物消費の低迷と漁業生産の停滞）や労

働市場といった外的要因に規定されている

との指摘が以前からなされているところで

あり
（注7）
，「漁場の有効利用ができないのは漁協

と漁業権制度のせい」という議論には大き

な飛躍ないし欠陥が認められる。

また，漁場の有効利用が損なわれる事態

が生じているとして，それに対する対応手

段は，外部企業の参入を許すという方法に

尽きるわけではないはずである。もしその

ような方向性の議論が許されるのならば，

逆に，従来の漁場管理体制の特徴を生かし，

漁協が免許先として十全に機能するために

必要とされていることは何か，すなわち，

漁業者による漁場の自主管理を持続するに

は何が必要か，という方向で議論を展開す

ることもまた同様に許されるはずである。
（注 5） 牧野（1967）。
（注 6） 原（1951）。
（注 7） 国内労働市場のあり方と漁業の担い手減少
との関係に関しては，加瀬（2013）を参照。

（2）　漁協による担い手対策

以上のような漁場利用の課題が存在する

た（旧漁協間の）漁場の融通ができない場合

が大半であり，例えば生産拡大意欲のある

漁業者が隣の浜の空き漁場を利用すること

はできないなど，震災を契機として，合併

漁協における漁業権運用の難しさも表出し

ている。さらに，空き漁場を漁協が自営す

ることで対応している例もある。なお，こ

の場合，経営からリタイアしたがまだ体力

的余裕のある高齢漁業者が漁協に雇用され，

生産活動に従事している。

4　漁業者による漁場の自主
　　管理の持続に向けて　　

（1）　現在の枠組みをいかに生かすか

前項３（1）で指摘した従来型の漁場管理

体制は，歴史的沿革に適合したものであり
（注5）
，

漁場を持続的に管理するのに最も現実的な

あり方であったことは確かであろう。従来

の漁場管理体制は，経営体の競合あるいは

資源の不足という状況下での過剰利用状態

においては，有効な自主調整能力を発揮す

ることができた。しかし，漁場・漁村の空

間的限定に規定されつつ歴史的に醸成され

たものであるがゆえに
（注6）
，部分的に漁場の空

きが生じるほどの経営体の減少，いわば過

少利用状態に対して有効な対策をとること

ができないという弱みを持っている。つま

り，担い手不足を解消する手段を内在して

いないという問題がある。

しかし，この点をとらえて，漁村集落と

漁協を関係づけることで成立している従来

型の漁場管理体制の欠陥であると批判する

農林中金総合研究所 
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いる。このプランの中には，地域漁

業の持続のために新規就漁者確保や

支援の視点も盛り込まれており，重

点課題として位置づけられている。

以上のような各種政策において，

漁協が担い手確保対策の実施主体と

して位置づけられていることは重要

な点であり，またこの点からは，漁

協の関与なしに有効な担い手確保対

策を講じることは現実的ではないこ

とがわかる。
（注 8） 各漁協管内レベルでの取組みに焦点を置い
た地域再生営漁計画とは別に，16年度から19年
度までを期間とした全県的な取組指針として，
岩手県は「岩手県漁業担い手育成ビジョン」を
示した（16年 3月）。同ビジョンにおいては，中
核的漁業経営体数や新規就漁者数の目標数が示
されるとともに，「漁業担い手満足度」という指
数が用いられている。これは，地域漁業の魅力
の評価を表すものとして漁業士（中核的・指導
的漁業者として都道府県によって認定された漁
業者）に対するアンケートに基づき算出される
ものであり，県としては，単に漁業者数を確保
するだけではなく，その満足度を高めることを
企図しているものと考えられる。

おわりに
―漁協による担い手対策と
　　　　漁場管理の接合―

漁場管理のあり方としては，以上のよう

な漁協による担い手対策と漁場管理を接合

させることが求められる。すなわち，担い

手の確保・持続を加味した漁場管理が必要

とされているということである。担い手対

策と漁場管理どちらにも関与している機関

は現場においては漁協しか存在しておらず，

漁協には両者を結びつけた総合的な調整能

一方で，各漁協は，行政と協力しながら，

現在「地域再生営漁計画」「浜の活力再生プ

ラン」という２つの計画をベースとして，

担い手確保対策に取り組んでいる。

前者は，①人づくり，②場づくり，③価値

づくりの３つの視点を定め，漁協が中心・

主体となって運営する岩手県独自の政策で

ある（第５図）（期間は13年度から17年度ま

で）。震災以前にはこの前身にあたる「地域

営漁計画」があったが，震災からの復興の

意味を含みつつ漁協主体の計画となるよう

改編され，現在の計画になった。「人づく

り」の言葉が示すように，同計画では専業

的な中核的経営体の育成と新規就漁者の確

保が重視されており，県の補助事業である

「漁業就業者確保対策推進事業」の支援が

受けられる仕組みになっている
（注8）
。

後者は，水産庁が全国において実施する

漁業振興プランであり，漁協を中心として

コストの削減または収益の向上を目指すプ

ランを作成・実施するというものである。

岩手県においてもほぼ全ての地域において

プランが作成済みであり，実行に移されて

視点 課題

（担い手対策）

地域漁業を牽引する担い手として，中核的漁業
経営体（年間販売額が1千万円以上の漁業経営体）
及び協業組織等を創出するとともに，同担い手
を受け皿とする新規担い手の確保・育成の仕組
みを構築する必要がある。

（漁場利用対策）

限られた漁場，担い手を活用して，漁場の効率
的利用及び適正管理等により，漁業の生産性向
上を図る必要がある。

（ 付加価値向上・販路
開拓，経営改善）

生産量の回復・増大の出口対策として，従前の
共販制度を基本としつつ，地域水産物の付加価
値向上及び販路開拓並びに担い手・漁協の経
営改善を図る必要がある。

出典　岩手県ホームページ

人づくり

場づくり

価値づくり

第5図　「地域再生営漁計画」における担い手対策
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力の発揮が期待される。

具体的には，経営体が特に減少している

浜・養殖魚種に新規就漁者を充てる調整を

行ったり，１つの漁協の管内において複数

の浜にまたがった漁場と経営体の調整を行

ったりといったものである。個々の漁村集

落レベルでの自主管理の限界にある部分を，

同様に漁業者による組織であり法制度上漁

業権運用に関与する漁協が下支えすること

ができれば，漁村集落による漁場の自主管

理という従来の枠組みを維持し，地域漁業

をより持続的なものとしていくことができ

るはずである。

このような構想が実効性を持つためには，

共販の充実等を通じて漁協が漁業者から一

層の信頼感を獲得することが必要である。

この点においては，系統全体が販路の拡大

等において支援・協力することが重要とな

る。
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